議案第3号

みなかみ町教育旅行協議会規約

みなかみ町教育旅行協議会
（名称）
第1条 　本協議会はみなかみ町教育旅行協議会と称する。
（目的）
第2条 　本協議会の目的を次のように定める。

(1) 子どもや青少年の教育を目的とした。体験型旅行をみなかみ町に誘致し、みなかみ町の活性化を図る事。

(2) グリーンツーリズムやエコツーリズムを段階的に推進するために必要な啓発・普及・受け入れ体制整備を実施し、もって地方と都市の交流による地域の活性化に資すること

（事業）
第3条 　本協議会は前条の目的達成のため、次の事業をおこなう。
（1） 体験型教育旅行の受入と実施。
（2） 体験型教育旅行の誘致活動。
（3） 体験型教育旅行受入のための基盤整備事業。
（4） 体験型教育旅行受入ための調査と研究
（5） その他本会の目的達成のために必要な事項に関すること。
（会員）
第4条 　本協議会の会員は事務局で受けた学校・教育委員会・地方公共団体・旅行代理店等からの事業を、その内容を良く理解して引き受けるみなかみ町の住民、またはみなかみ町の事業者とする。
（1） 会員は協議会運営に関わり、総会において議決権を有する。
（2） 会員として協議会に参加するには、協議会の定める服務規程を遵守　

しなければならない。
（3） 服務規程は別に定める
（役員）
第5条 　本協議会に次の役員を置く。
（1） 会長　１名
（2） 副会長　３名
（3） 事務局長　１名
（4） 会計監査　１名
（5） 理事　２０名以内
（役員選出および任期）
第6条 　役員の選出方法および任期は次による。
（1） 役員は会員の互選により選出する。
（2） 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。
（3） すべての役員は総会での承認を必要とする。
（役員の職務）
第7条 　役員の職務を次のように定める。
（1） 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
（2） 副会長は会長を補佐し、会長不在時にはこれにあたる。
（3） 理事は会員と協力して協議会運営を行う。
（4） 事務局長は事務局運営を総括する。
（5） 会計監査は本協議会の経理を監査する。
（総会）
第8条 　総会を次のように定める。
（1） 定期総会を４月に開催する。
（2） 臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
（3） 総会の議長は会長がつとめる。
（4） 総会の成立には会員の過半数の出席が必要。欠席者は委任状を提出し、　　

これに換えることができる。
（5） 総会における議決は出席会員の過半数の同意をもって決定する。ただ　

し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
（6） 総会の議事録を作成し、会員に公開する。
（総会の決定事項）
第9条 　総会は次の事項を決定する。
（1） 事業計画および収支予算の決定
（2） 事業報告および収支決算の承認
（3） 役員の承認
（4） その他協議会の目的を達成するために必要な事項
（規約の改定と手続き）
第10条 　本協議会の規約を改訂するためには総会において、３分の２の同意を得られなければならない。
（協議会支部の設置）

第11条 　本協議会の目的を達成するための事業を円滑に実施するために協議会支部を設置する。

第12条 　本協議会支部は新治地区、月夜野地区、水上地区に設置する。

第13条 　協議会支部の細則は別に定め、支部ごとに支部規約を定める。

（運営費）

第14条 本協議会の運営費は、第３条各号に掲げる事業に係る次の収入をもって当てるものとする。
（1） 会員よりの事務経費負担金
（2） 国からの補助金、交付金等
（3） 県からの補助金
（4） 協賛金や寄付金
（5） その他の収入
2 　事務経費負担金についてはは別に事務経費負担規定でこれを定める。
（会計年度）
第15条 　本協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
(事業計画と収支予算)
第16条 　本協議会の事業計画および収支予算は、役員会での協議を経て事業計画案および収支予算案を会長が取りまとめて総会に提出し、決議を得なければならない。
（監査等）
第17条 　毎事業終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、定期総会の開催日の１０日前までに会計監査に提出して、その監査を受けることとする。
（1） 事業報告書
（2） 収支報告書
（3） 事業報告書および収支報告書は会長が指示し事務局が作成する。
（4） 会計監査は、前項の書類を受領しこれを監査し、監査報告書を作成し会長に報告する。会長はその監査報告書について総会の承認を得た後、第１５条の事務局に備え付けておかねばならない。

（事務局）
第18条 　本協議会の事務局をみなかみ町観光協会におく。
（補則）
第19条 　本協議会の細則は、別にさだめる。
第20条 　みなかみ町教育旅行協議会が解散したときはその地位を観光協会が継承する。
附則
本協議会規約は平成２１年９月１４日より施行する。
平成２２年４月１９日改定

平成２３年４月１５日改定
